
※スポーツ特待生は、該当の部活動を継続するとともに、進級時には定められた単位数を修得することが、特待生資格を継続する条件となります。
また、退学した場合、その時点の学年・学期分の「減免された授業料」が請求されます。

鎮西学院大学スポーツ特待生制度

特待区分 入学金 １年次の授業料 教育充実費 初年度年間納入額

S特待
0円

100％免除

0円
・１年次100％免除
・2年次以降５０％減免

260,000円

260,000円

Ａ特待 200,000円

100,000円

長崎県内高校

卒業

345,000円
・４年間50％免除

805,000円
705,000円

B特待
977,500円
877,500円

517,500円
・４年間25％免除

特待区分 特待区分を認定する条件など

S特待 九州大会以上の大会で好成績を収めた者。または、これに準ずる実績・能力を持つ者。

Ａ特待 県大会でベスト４以上の成績を収めた者。または、これに準ずる実績・能力を持つ者。

B特待 県大会でベスト８以上の成績を収めた者。または、これに準ずる実績・能力を持つ者。

１ 入試制度について

学校推薦型

選抜
指定校推薦

出願資格：学習成績の状況が３.2以上

試験日：11/18(土) 個人面接(1人20分程度)

合否判定：150点満点とし、課題作文(50点)個人面接(50点)提出書類(50点)で評価

総合型選抜 スポーツ特別

出願資格：県大会ベスト８以上、同等の実力・技能を持つ者

尚、学習成績の状況が3.0以上であることが望ましい。

試験日：Ⅰ期(9月)～Ⅳ期(3月)  個人面談(1人30分程度)

合否判定：100点満点とし課題レポート・個人面接(50点)提出書類(50点)で評価

２ 特待区分と出願資格・要件

３ 特待区分と入学金・授業料



本学は、日本学生支援機構の新修学支援制度の対象校に認定されています

区分

年間収入は４人世帯

（生計維持者２人）の目安です

授業料等の減免の上限額

（本学の入学金、授業料が基準）
給付型奨学金（月額）

第１区分（非課税世帯）

年間収入～270万円

入学金 200,000円

授業料 690,000円

自宅通学 38,300円

自宅外通学 75,800円

第２区分

年間収入～300万円

入学金 133,300円

授業料 460,000円

自宅通学 25,600円

自宅外通学 50,600円

第３区分

年間収入～380万円

入学金 66,700円

授業料 230,000円

自宅通学 12,800円

自宅外通学 25,300円

本学の入学金および

年間授業料（１・２年次）

入 学 金 年間の授業料

200,000円 690,000円

○特待に採用された場合（例：長崎県内高校生の場合）

入学金 １年目授業料 教育充実費 １年目納入金額 ４年間の学費納入金額

通常(県内) 100,000 690,000 260,000 1,050,000 3,920,000

Ｓ特待 0 0 260,000 260,000 2,085,000

A特待 100,000 345,000 260,000 705,000 2,530,000

Ｂ特待 100,000 517,500 260,000 877,500 3,225,000

○新修学支援制度受給と本学特待制度の併用の例（例：長崎県内高校生の場合）

修学支援制度区分 特待生 入学金 １年次の授業料 入学金と４年間の授業料

第Ⅰ区分 なし 0 0 0

第Ⅱ区分 Ｓ特待・Ａ特待 0 0 0

第Ⅲ区分 Ａ特待 33,300 115,000 496,500

第Ⅲ区分 Ｂ特待 33,300 287,500 1,191,500

※上記以外に教育充実費として年額２６０，０００円の納入が必要です。

※2023.4月現在


